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第第２２章章  川川口口市市水水道道事事業業のの現現状状とと課課題題  

 本章では、水源の確保、水需要の予測、水質、浄配水施設、災害対策、顧客サービス、

経営の健全化及び社会・環境との調和の視点から、現状の分析と課題の抽出を行いました。 

 

 

 

 

本市水道事業は、昭和２７年の通水開始以来、これまでに７回の拡張事業を重ね水道施

設の整備・拡充を図ってきました。この間、高度成長期に顕在化した地盤沈下を抑制する

ため、原水1を県水2に移行するとともに、渇水や災害が発生した時にも水道水を安定的に

お届けできるよう、自己水源（地下水取水）施設の保全にも取り組んできました。 

しかし、近年の異常気象により水源地での降雪量の年次変化は著しく、必要な水量を安

定的に確保し供給する体制を再構築することが必要となっています。 

 

 ■課題 

・安定した貯水（1人1日3㍑とした場合の１日相当分貯水量の確保） 

・自己水源（地下水取水）施設の保全（取水井3の経年使用による機能低下の改善、地下

水質の変化に伴う取水井の更新） 

 

図表 1-1-1 川口市水道局の貯水能力 

浄水場名称 貯水施設数 貯水能力（ｍ３） 

上青木浄水場 ６ 35,880 

神根浄水場 ３ 31,000 

新郷浄水場 ３ 23,874 

横曽根浄水場 ２ 10,000 

石神配水場 ５ 61,106 

芝園配水場 ２ 1,540 

南平配水場 ２ 6,400 

合計 23 169,800 

 

                                                      
1 原水：水道水の原材料となる水。 
2 県水：埼玉県の浄水場で製造された飲用水。 
3 取水井：水道水の原材料となる地下水を汲み上げる井戸。 

水源の確保  １１１   
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図表 1-1-3 地下水源の状況 

 

取水井 さく井年月 直近の更新年月 

上青木浄水場 １号井 平成 15 年 １月 平成 15 年 １月 

２号井 昭和 28 年 ９月 昭和 63 年 7 月 

３号井 昭和 30 年 3 月 平成 2 年 3 月 

４号井 平成 16 年 3 月 平成 16 年 3 月 

５号井 平成  1 年 3 月 平成 12 年 3 月 

６号井 平成 4 年 3 月 平成 4 年 3 月 

７号井 昭和 34 年 5 月 平成 14 年 3 月 

８号井 昭和 35 年 3 月 平成 10 年 2 月 

９号井 昭和 36 年 3 月 平成 18 年 8 月 

神根浄水場 １号井 昭和 36 年 8 月 平成 19 年 2 月 

２号井 平成 13 年 3 月 平成 13 年 3 月 

３号井 平成 1 年 3 月 平成 13 年 2 月 

４号井 昭和３8 年 6 月 平成 15 年 12 月 

５号井 昭和 38 年 4 月 平成 10 年 2 月 

６号井 昭和 38 年 3 月 平成 7 年 1 月 

７号井 昭和 39 年 4 月 平成 5 年 12 月 

８号井 昭和 42 年 3 月 平成 13 年 2 月 

９号井 昭和 39 年 5 月 平成 15 年 3 月 

１0 号井 昭和 40 年 7 月 平成 8 年 1 月 

１1 号井 昭和 41 年 5 月 平成 9 年 3 月 

１2 号井 昭和 41 年 6 月 平成 3 年 3 月 

新郷浄水場 １号井 昭和 36 年 7 月 平成 18 年 3 月 

２号井 平成 14 年 3 月 平成 14 年 3 月 

３号井 昭和 41 年 6 月 平成 16 年 11 月 

４号井 平成 2 年 12 月 平成 2 年 12 月 

５号井 昭和 42 年 7 月 平成 11 年 2 月 

６号井 昭和 42 年 6 月 平成 7 年 1 月 

７号井 昭和 42 年 6 月 平成 5 年 12 月 

横曽根浄水場 １号井 昭和 36 年 7 月 平成 1 年 12 月 

2 号井 昭和 42 年 9 月 平成 19 年 2 月 

※さく井年月と直近の更新年月が異なる井戸は、クリーニングや揚水ポンプの取り替えを行った井戸 
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図表 1-1-4 水道事業ガイドラインに基づく業務指標（PI）＜水源関係＞ 

 

番号 業務指標 単位 17年度 18年度 計算式 指標の説明等

1001 水源利用率 ％ 72.3 73.6

(一日平均配
水量/確保し
ている水源水
量)×100

水源の効率利用の度合い
を示したもの。値が100％に
近いほど、効率的ですが水
源にゆとりがないことにな
る。

1002 水源余裕率 ％ 27.0 23.3

[(確保してい
る水源水量/
一日最大配水
量)－1]×100

必要最大水量に対して、水
源が持っているゆとりの度
合いを示したもの。安定給
水のためにはある程度のゆ
とりが必要である。

1003
原水有効利
用率

％ 92.9 91.6
(年間有効水
量/年間取水
量)×100

取水量に対して有効に使わ
れた水量の割合を示す。浄
水場等でのロスや漏水量が
多いと指標値は低くなる。

1004
自己保有水
源率

％ 35.2 35.5
(自己保有水
源水量/全水
源水量)×100

水道事業体が保有する水
源のうち、水道事業体が単
独で管理している水源の割
合を示す。渇水時などに有
効で、水源運用の自由度を
表す。

2001
給水人口一
人当たり貯
留飲料水量

L/人 170.0 169.3

[((配水池総容
量-緊急貯水
槽容量)×1/2
＋緊急貯水槽
容量)/給水人
口]×1,000

一人当たり何Lの水が常時
貯められているかを示す。
地震時など緊急時の応急
給水の時利用される。地震
直後では一人一日3L必要
とされる。

2003
浄水予備力
確保率

％ 59.2 46.8

[(全浄水施設
能力－一日最
大浄水量)/全
浄水施設能
力]×100

浄水施設の予備力の程度
を示す。この値が高いと水
運用の安定性や危機対応
性が高まる。

 

 

 

 

 

 

  

自己水源である取水井
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平成 18 年度の一日平均配水量5は 165,489m3 です。５年前の平成 13 年度と平成 18

年度とを比較すると、人口は約 2 万 5 千人増加していながら、配水量は一日当たり約

4,700m3 の減少となっています。そして今後は、引き続き人口は増加するものの、節水

意識の浸透や昼間人口6の減少等により、一人当たりの使用水量はさらに減少することが予

測されます。このような中、災害時を想定した貯水量7と施設の余裕能力とのバランスをど

のように保つか、すなわち公益性を保持しながら経営を効率化するという、難しい経営判

断が求められています。 

 

 ■課題 

・施設能力の再検討 

・効率的な配水体制の構築 

 

図表1-2-1 水需要の年次変化（過去６年の推移） 

平成13年 14 15 16 17 18

行政区域内人口
(年度末）

（人） 476,741 481,900 487,670 491,366 495,639 502,107

給水区域内人口
(年度末）

（人） 476,741 481,900 487,670 491,366 495,639 502,107

給水人口 (年度末） （人） 476,687 481,870 487,647 491,343 495,616 502,084

普及率 （％） 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99

給水世帯数 （件） 197,940 202,429 207,185 210,345 214,346 219,144

給水栓数 （栓） 199,164 202,306 205,283 208,778 212,572 217,055

年間配水量 （m3/年） 62,129,693 61,354,160 60,516,028 60,915,274 59,817,294 60,403,534

一日平均配水量 （m3/日） 170,218 168,094 165,344 166,891 163,883 165,489

１人１日平均配水量 （㍑） 357 349 339 340 331 330

年度

  

                                                      
5 一日平均配水量：水道局が 1 日に送り出す水道水の量。 
6 昼間人口：常住する人口から、通勤・通学で川口市域外に移動する人口を引き、通勤・通学で川
口市域内に移動する人口を加えた人口。 
7 貯水量：水道局が水道水を貯蔵する量。 

水需要動向の予測  ２２２   
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図表1-2-2 水道事業ガイドラインに基づく業務指標（PI）＜施設能力関係＞ 

 

番号 業務指標 単位 17年度 18年度 計算式 指標の説明等

2001
給水人口一
人当たり貯
留飲料水量

L/人 170.0 169.3

[((配水池総容
量-緊急貯水
槽容量)×1/2
＋緊急貯水槽
容量)/給水人
口]×1,000

一人当たり何Lの水が常時
貯められているかを示す。
地震時など緊急時の応急
給水の時利用される。地震
直後では一人一日3L必要
とされる。

2003
浄水予備力
確保率

％ 59.2 46.8

[(全浄水施設
能力－一日最
大浄水量)/全
浄水施設能
力]×100

浄水施設の予備力の程度
を示す。この値が高いと水
運用の安定性や危機対応
性が高まる。

2004
配水池貯留
能力

日 1.0 1.0
配水池総容量
/一日平均配
水量

配水池容量が必要水量の
何日分かを示したもの。水
道事業ガイドラインでは、
0.5日分は必要としている。

2101
経年化浄水
施設率

％ 0 0

(法定耐用年
数を超えた浄
水施設能力/
全浄水施設能
力)×100

経年化した浄水施設がどの
程度の割合を占めるかを示
す。この値が大きいほど古
い施設が多いことになる
が，使用の可否を示すもの
ではない。

2102
経年化設備
率

％ 39.0 57.5

(経年化年数
を超えている
電気・機械設
備数/電気・機
械設備の総
数)×100

経年化した電気・機械設備
がどの程度の割合を占める
かを示す。この値が大きい
ほど古い設備が多いことに
なるが，使用の可否を示す
ものではない。
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 本市の原水は、約 9 割が県水です。現在、埼玉県企業局の大久保浄水場と新三郷浄水場

から受水しており、平成 18 年度での実績は 52,769,800m3 でした。県水は、南平配水

場を除く６ヵ所の浄配水場に送られています。また、残りの 1 割は、本市が保有する取水

井から地下水を取水しています。これらの水を水道水として製品化し、安全な水質のまま

蛇口へお届けするためには、常に適切な管理・監視が欠かせません。そこで、取水8・浄水
9・配水10という水の流れにあわせて、浄配水場をはじめ市内各所に水質モニターを設置し、

24 時間体制で監視するとともに、法令に定められた「水道水質に関する基準」などを含

めた水質検査を行い厳しく監視しています。また、本市では鉛製給水管の取り替えを早く

から進め、既に終了しています。 

このように、蛇口にお届けした水道水は、一貫した水質管理により高い安全性が保たれ

ているのです。 

 しかし、水質の監視は、お客様が口にする水道水の安全を保証する基盤であり、一瞬た

りとも気を抜くことのできない事項です。さらなる強化が求められます。また、貯水槽か

ら各家庭へ給水する建物（貯水槽水道）では、貯水槽の設置者が水質を安全に管理するこ

とが法律の要求事項であり、安全な水道水の確保のためにも、きちんとした定期検査が施

されなければなりません。 

 

 ■課題 

・水質管理体制の強化 

・自己水源（地下水取水）水質の安定化 

・経年管11の布設替 

 ・貯水槽水道設置者に対する指導の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8  取水：水源から水道水の原材料となる水を取り出すこと。 
9  浄水：取水した水を水道水に適する水質にすること。 
10 配水：浄水を、水圧、水量、水質を安全かつ円滑に需要者に供給すること。 
11 経年管：耐用年数には余裕があるものの、布設後一定の年数を経過した配水管。 

水質  ３３３   
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図表1-3-1 浄配水場の水質検査結果（平成１８年度） 
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図表1-3-２ 貯水槽水道と管理区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■貯水槽水道とは 

  ビルやマンション等の高い建物や、一時的に大量の水を使用する施設において、一旦

貯水槽に水を貯めて、ポンプで屋上の高置水槽まで送り、そこから各給水栓（蛇口）に

給水する水道施設のことを『貯水槽水道』といいます。（貯水槽を持たず直接高置水槽

に給水する施設も含みます。） 

 

■貯水槽水道の種類 

・簡易専用水道 ：貯水槽の有効容量が10ｍ３を超える施設 

・小規模貯水槽水道：貯水槽の有効容量が10ｍ３以下の施設 

 

■貯水槽水道の定期検査 

簡易専用水道の設置者は、次の項目について、厚生労働大臣の登録を受けた者※に依

頼して、簡易専用水道の管理に関し、定期検査（1年以内ごとに1回）を受けなければ

なりません。（水道法第34条の2第2項、同法施行規則第56条） 

小規模貯水槽水道の設置者についても、同様に検査を受けるようにしてください。 

※厚生労働省健康局水道課のホームページでご案内しています。 

水道メーター 

貯水槽

高置水槽 

貯水槽から蛇口までの水質は、建物の設置者（貯水槽水道設置者)の
管理となります。 
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■罰則 

簡易専用水道の設置者は、年1回の定期検査ならびに給水停止命令および立入検査等

に違反または従わなかったときは、罰則が適用されます。 

小規模貯水槽水道の設置者には罰則規定はありませんが、安全な水質を供給するため、

簡易専用水道に準じた管理を行うようにしてください。 

 

 

 

 

図表1-3-3 水道事業ガイドラインに基づく業務指標（PI）＜水質・配水管関係＞ 

 

番号 業務指標 単位 17年度 18年度 計算式 指標の説明等

1117 鉛製給水管率 ％ 0.0 0.0
(鉛製給水管
使用件数/給
水件数)×100

鉛管を使用している件数の全給
水件数に対する割合（％）を示
す。

2103 経年化管路率 ％ 3.2 2.5

(法定耐用年
数を超えた管
路延長/管路
総延長)×100

経年化した管路がどの程度の割
合を占めるかを示す。この値が大
きいほど古い管路が多いことにな
るが，使用の可否を示すもので
はない。

2201
水源の水質事故
数

件 0 0
年間水源水質
事故件数

年間の水源水質汚染の回数を示
す。この値は低い方がよい。この
指標は，水道事業体の責任では
ないが，重要なものである。
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 本市では、給水人口の増加に合わせ、現在7つの浄配水場体制により配水を行っていま

す。また、各浄配水場には合計23基、総貯水容量169,800m3の配水池・配水塔があり

ます。そして、浄水場内の導水管12・送水管13を加えた配水管14の管路延長は、1,214.3km 

に達し、市内全域を網羅しています。 

本市の地形は、高台地区と低地地区が入り組み、高いところから低いところへ流れる（自

然流下）という水の特性を生かしきれない弱みがありますが、配水管の管径やバルブ操作

による水圧制御、配水池のタワー化などにより、できるだけ電力を使わない自然流下を基

本として配水してきました。 

現在、マンション建設が急速に拡大し、水圧のさらなる向上が求められています。この

ことは、水圧を上昇させるためのポンプ運転による、水道局での電力使用量の増加を招き

ます。しかし、施工主が建物ごとに増圧ポンプを設置することによる電力使用量や建設コ

ストの増加といった社会全体での負担や損失も、同時に配慮しなければなりません。この

ような、相反する課題を克服し、社会全体での 適化を図ることが、重要な課題となって

います。 

他方、高度成長期の急速な都市化により宅地化された地域での私道内給水管の劣化が顕

在化しており、水圧上昇による漏水の拡大が懸念されます。給水管15は個人の所有物であ

り、配水管から水道メーターまでの漏水をどのように解消するかなど、快適な水圧を確保

しつつ漏水を防止する、総合的な対策が必要となっています。 

 

■課題 

・区画ごとに水圧調整が可能なシステムの導入 

・社会全体でのエネルギー効率の向上 

・経年管の布設替、管路の耐震化に伴う整備 

・個人が保有する給水管の更新の促進 

・漏水検知体制の拡充 

  

                                                      
12 導水管：取水施設で取り入れた原水を浄水場まで導く水道管。 
13 送水管：浄水場から配水池までに浄水を送る水道管。 
14 配水管：浄水を、水圧、水量、水質を安全かつ円滑に需要者に輸送する水道管。 
15 給水管：配水管から分岐した、需要者（水を使う方）が保有する水道管。 

水資源の効率的利用  ４４４   
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図表1-4-1 有収率の推移（過去６年間） 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

（ｍ3/年） 62,129,693 61,354,160 60,516,028 60,915,274 59,817,294 60,403,534

（ｍ3/年） 54,904,381 54,428,531 53,351,701 53,800,710 53,581,760 53,338,366

（％） 88.37 88.71 88.16 88.32 89.58 88.30

年間配水量

年間有収水量

有収率

年度

 

 

図表1-4-2 給水装置のメンテナンス 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
※配水管からご家庭に引き込まれた給水管や

蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。

水道メーター 

水道メーターから蛇口まで 
（２次側）は、 
利用者がメンテナンス 

公道から水道メーターまで

（１次側）は、 
水道局がメンテナンス 

２m 以内
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 本市は、市民の生命・身体及び財産を災害から守るため、川口市地域防災計画を策定し

ています。これまでに水道局では、この計画を踏まえ、地震、風水害、テロなど様々な災

害の発生を想定し、浄配水場や送水管などの基幹施設の監視体制の強化や機能保全、更新

に取り組んできました。特に、配水池の耐震診断、管理棟などの耐震補強の整備、主要配

水管のダクタイル鋳鉄管16化、離脱防止継手17の採用、及び老朽化した配水管の布設替な

ど、ライフラインのハード面を強化するとともに、他都市や関係機関・団体との相互応援

協定の締結など、ソフト面の体制づくりも進めています。しかし、市内医療機関や老人保

健施設等との連携は万全とは言えません。また、災害時における医療施設内給水管の機能

確保などについても、連携や支援の体制を機能させることが重要となっています。 

 

 ■課題  

 ・医療機関、避難所ごとの応急給水体制の整備 

 ・非常時における断水を局所化させる管路ネットワークの整備 

 ・浄水場など基幹施設の耐震補強整備 

 ・配水管の耐震化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 ダクタイル鋳鉄管：鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、鋳鉄に比べ、強度や靭性に富ん

でいる管。平成 18 年度末現在、川口市の配水管の 94.3％に用いられている。 
17 離脱防止継手：曲管部における抜け出し防止用の継手。口径に応じた各種の継手があり不平均力

や土質条件などによって使い分ける。 

災害対策  ５５５   
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図表1-5-1 水道事業ガイドラインに基づく業務指標(PI)＜災害対応関係＞ 

 

番号 業務指標 単位 17年度 18年度 計算式 指標の説明等

2001
給水人口一
人当たり貯
留飲料水量

L/人 170.0 169.3

[((配水池総容
量-緊急貯水
槽容量)×1/2
＋緊急貯水槽
容量)/給水人
口]×1,000

一人当たり何Lの水が常時貯
められているかを示す。地震
時など緊急時の応急給水の時
利用される。地震直後では一
人一日3L必要とされる。

2101
経年化浄水
施設率

％ 0 0

(法定耐用年
数を超えた浄
水施設能力/
全浄水施設能
力)×100

経年化した浄水施設がどの程
度の割合を占めるかを示す。
この値が大きいほど古い施設
が多いことになるが，使用の
可否を示すものではない。

2102
経年化設備
率

％ 39.0 57.5

(経年化年数
を超えている
電気・機械設
備数/電気・機
械設備の総
数)×100

経年化した電気・機械設備が
どの程度の割合を占めるかを
示す。この値が大きいほど古
い設備が多いことになるが，使
用の可否を示すものではな
い。

2103
経年化管路
率

％ 3.2 2.5

(法定耐用年
数を超えた管
路延長/管路
総延長)×100

経年化した管路がどの程度の
割合を占めるかを示す。この
値が大きいほど古い管路が多
いことになるが，使用の可否を
示すものではない。

2104
管路の更新
率

％ 1.0 0.8
(更新された管
路延長/管路
総延長)×100

年間に更新された管路延長の
割合（％）を示す。配管の耐用
年数を40年と考えた場合、指
標値は2.5％必要となる。

2213
給水車保有
度(※)

台/1,000人 0.0 0.0
(給水車数/給
水人口)×
1,000

緊急時の水供給における機動
性を示したもの。この値が高い
と、緊急時の給水能力が高い
こととなる。

2214

可搬ポリタ
ンク・ポリ
パック保有
度

個/1,000人 63.1 81.6

(可搬ポリタン
ク・ポリパック
数/給水人口)
×1,000

緊急時の水供給における機動
性を示したもの。この値が高い
と、緊急時の給水能力が高い
こととなる。

2215
車載用の給
水タンク保
有度

m
３
/1,000人 0.2 0.2

(車載用給水タ
ンクの総容量
/給水人口)×
1,000

緊急時の水供給における機動
性を示したもの。この値が高い
と、緊急時の給水能力が高い
こととなる。

2216
自家用発電
設備容量率

％ 46.6 54.9

(自家用発電
設備容量/当
該設備の電力
総容量)×100

非常時における稼動可能な電
気設備の能力の度合いを示し
たもの。この値が高ければ、危
機対応性が高いこととなる。

5102
ダクタイル
鋳鉄管・鋼
管率

％ 93.5 94.3

[(ダクタイル
鋳鉄管延長
＋ 鋼管延
長) / 管路総
延長] × 100

全管路に対する鉄製管路
の占める割合を示す。一般
に鉄製水道管は信頼性が
高いとされている。

 
※給水車は２ｔ加圧式２台、４ｔ加圧式２台を保有する。  
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 水道事業の経営は、水道使用料収入が基盤です。したがって、どのような価値を求めら

れているのかを知り、我々が提供できる価値をきちんとお伝えすることによって、納得で

きる商品をお届けしなければなりません。その根幹は、“お客様の声”をいただくことに

あります。 

 本市では、水道の使用開始や中止、料金のお支払い、その他のお問い合わせを承る窓口

として、平成17年度から水道局お客様センターを開設し、土曜日・日曜日も含め業務を

行っています。また、水道局ホームページを開設し、事業の概要や予算・決算・キャッシ

ュフロー計算書18など、経営の情報を掲載するほか、水道に関する様々な情報をお届けし

てきました。しかし、情報は単にお届けするだけでなく、リレーションシップ19を高める

双方向性を持つことが必要です。また、32ページ「水質」で述べた貯水槽水道設置者へ

の指導も、パートナーシップの姿勢で進めていかなくては、安心してご利用いただける水

道水を蛇口から提供することにはなりません。今後は、お客様の声を積極的にいただくと

ともに、こちらからお伺いする姿勢がさらに重要性を増します。 

 加えて、水道料金のお支払いに関する利便性を高めることも重要な点です。水道局では、

納付書による金融機関などの窓口支払いに加え、コンビニエンスストアでのお支払いも可

能とするなど、利便性の向上に努めてきました。しかし、インターネットバンキング20や

クレジットカード、磁気カードによる電子決済21が急速に普及しています。今後は、この

ような決済方式も視野に入れた、きめ細やかなサービスの提供と、生活様式の多様化に対

応したお支払い体制の整備が必要となっています。 

 

 ■課題 

 ・ホームページの双方向性機能整備 

 ・お客様センターの機能拡充 

 ・貯水槽水道設置者への支援 

 ・水道料金支払いチャネル拡大の検討 

                                                      
18 キャッシュフロー計算書：企業の現金創出能力と支払い能力を査定するのに役立つ情報を提供す

ることと、利益の質を評価するのに役立つ情報を提供することを目的とする。キャッシュを生み
出す現金創出力、資本の活用方針、借入金に係る支払利息の負担能力、外部からの資金調達への
依存度、収益力の質と量を表す。 

19 リレーションシップ：直訳は「関係」「関係性」。対話と傾聴に基づく意思疎通・理解・共感。 
20 インターネットバンキング：オンラインバンキングなどとも呼ばれ、コンピュータからインター

ネットを経由し、金融機関のサービスを利用すること。水道料金に関連する事項としては、口座
振り込み・振替など、ATM で対応しているサービスが利用可能となることが挙げられる。 

21 電子決済：現金を用いず、電子的にデータを交換することにより水道料金を支払うこと。インタ
ーネットバンキングによる振込みや、クレジットカード番号をインターネットで送信するカード
決済のほか、IC カードなどの電子マネーによる決済を含む。 

顧客サービス  ６６６   
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図表1-6-1 現在の水道料金の支払い方法 

 

 

 

 

 

 

 

  

金融機関、農協、 
コンビニエンスストア 

金融機関、農協 



アクアプラン川口 21～川口市地域水道ビジョン～ 

第２章 川口市水道事業の現状と課題 

 

 
42 

 

 

 

 本市の人口はしばらくの間増加する予測となっています。しかし、水道の料金収入は、

近年の景気低迷や節水意識の浸透による使用水量の減少により、一人当たりの給水収益が

将来的にも増加が見込めない状況です。一方、急速な都市化に伴い拡張した時期の配水管

が、更新の時期を順次迎えつつあります。また、その際に借り入れた企業債22の償還も、

未だに残存しています。さらには、災害への備えを万全にするための新たな投資も、優先

的に必要となっています。 

このことは、水道事業の営業によって得られる「収益的収入」での利益を向上させるこ

とによって、新たな借り入れを抑制し、設備投資に用いる「資本的支出」への投資額を増

やさなければならないと言い替えられます。 

 このような厳しい財務状況を打開するためには、収益的収支での利益をさらに向上させ

る手段を、安易な料金改定に求めるのではなく、徹底した経営の効率化を 優先としなけ

ればなりません。 

 そこで水道局では、業務の徹底した効率化と外部委託化を取り入れ、経営コストを圧縮

し続けてきました。また、平成 15 年度には、特別職である水道事業管理者を除き 146

名いた職員を、平成 19 年度までに 41 名、約 3 割削減し、現在、104 名を職員定数と

しました。さらに、既往企業債の低利資金への借り換えや新規借入の抑制を行い、企業体

力の強化を図るとともに、適正な減価償却による内部留保の計上にも努めてきました。こ

のようにして、収益的収入での利益を計上し、資本的支出での設備投資を進めています。

その結果、平成 12 年からの料金水準が、現在も維持できているのです。 

他方、人員削減に伴う保有技術力の量的低下や、民間委託に伴う保有知識の質的低下が

懸念されているほか、職員一人当たりの給水戸数や配水量の増加にみられるとおり、業務

負担の増加も懸念されています。特に、水道施設を支える技術系職員の確保は喫緊の課題

です。かつては、水道局独自の職員採用を行っていたものの、現在は、市長事務部局との

人事交流により職員を確保しています。しかし、いわゆる団塊の世代が退職時期を迎える

なか、就職環境の変化などに伴い技術系職員の確保が難しくなりつつあります。水道局の

現状ですが、平成19年4月における水道局職員の平均年齢は約47.8歳に達しています。 

この水準は、市全体の職員平均年齢を 5 歳程度上回っています。また、技術系職員のうち

50 歳以上の職員が占める割合は、市全体で約 50%にととどまるのに対し、水道局では

78％にも上ります。職員の量的不足は、業務の徹底した効率化と外部委託化によって補

っているものの、質的不足があっては、委託業務での責任ある監理・監督が行えません。 

水道水は、直接口にするものです。そして、水道事業の責任は行政にあります。したが

って、利用者の信頼に応えるため、これからも人的資本の確保に努めなければなりません。 

                                                      
22 企業債：地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるために起こす地方債のこと。 

経経営営のの健健全全化化  ７７７   
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また、水道事業を支える水道料金についても、新たな時代に向け検討が必要です。 

現在の本市の水道料金体系は、「逓増型料金体系」を採用しています。この料金体系は、 

かつて増加の一途をたどった水需要に対応するため、水道施設拡張に必要な新規投資費用

などを、水を多く求める方（大口需要家）に主に負担していただくという、需要抑制型の

料金体系です。水道施設を拡張してきた時代は、社会一般にも大口需要家にも理解されて

いた料金体系でした。しかし、水道普及率がほぼ１００％に達した今日、水需要の主役は

大口需要家から一般家庭を中心とした少量使用者へと移行していることなど、水道料金体

系を取り巻く環境は大きく変化しています。今後は、負担の公平性や経営の健全性の観点

から、大口需要家と少量使用者の負担水準のバランスや、基本使用料に含まれる使用水量

の妥当性など、料金体系の総合的な検討が必要となっています。 

以上を踏まえ、企業ビジョンに掲げる「未来に続く命を育んでいくため、安全・安心と

真心のこもったサービスを、水道水という商品に乗せて、たゆむことなく、みなさまのお

手元にお届け」するためには、企業の能力を常に向上させるとともに、供給側（サプライ・

サイド）の視点ではなく需要側（デマンド・サイド）の視点から、自らを厳しく検証する

体制を確立することが極めて重要です。そして、お客様の声を的確に受け止め、中長期的

視点に立った公平で効率的かつ効果的な経営を職員一人一人が考え、川口市の地域特性と

利用者の環境に合った水道事業として発展させていかなければなりません。 

 

 

 ■課題 

 

 ・対話による意思決定を基盤とした組織体制の確立 

 ・事業評価システムの導入 

 ・人的資本の充実 

 ・資産の有効活用 

 ・水需要動向の把握に基づく商品供給体制の適正な見直し 

 ・水道料金を取り巻く環境変化への対応 

 ・電子化の推進 

 ・人材育成と適材適所の配置 
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図表1-7-1 水道事業ガイドラインに基づく業務指標(PI)＜財務関係(１)＞

番号 業務指標 単位 17年度 18年度 計算式 指標の説明等

3001 営業収支比率 ％ 116.0 111.2
(営業収益/営業費
用)×100

営業費用が営業収益によって
どの程度賄われているかを示
す。収益的収支が最終的に黒
字であるためには，この値は
100％を一定程度上回ってい
る必要がある。

3002 経常収支比率 ％ 110.9 107.8

[(営業収益＋営業
外収益)/(営業費
用＋営業外費用)]
×100

経常費用が経常収益によって
どの程度賄われてるかを示
す。値が100％未満であると経
常損失が生じていることとな
る。

3003 総収支比率 ％ 109.7 106.6
(総収益/総費用)
×100

総費用が総収益によってどの
程度賄われてるかを示す。値
が100％未満であると収益で
費用を賄えないこととなり、健
全な経営とはいえない。

3004
累積欠損金比
率

％ 0.0 0.0
[累積欠損金/(営
業収益－受託工事
収益)]×100

累積欠損金の有無により経営
状況が健全であるかどうかを
示したもの。この値は0％であ
ることが望ましい。

3007
職員一人当た
り給水収益

千円
/人

93109.0 96070.7
(給水収益/損益勘
定所属職員
数)/1,000

職員の生産性を給水収益を
基準として示したもの。

3008
給水収益に対
する職員給与
費の割合

％ 11.0 11.3
(職員給与費/給水
収益)×100

職員給与の程度を示したも
の。事業の生産性、効率性を
表す。

3009
給水収益に対
する企業債利
息の割合

％ 13.2 12.7
(企業債利息/給水
収益)×100

企業債利息の程度を示す。水
道事業の効率性及び財務安
全性を分析するための指標の
一つである。

3010
給水収益に対
する減価償却
費の割合

％ 21.2 21.8
(減価償却費/給水
収益)×100

減価償却費の程度を示す。水
道事業の効率性を分析するた
めの指標の一つである。

3011
給水収益に対
する企業債償
還金の割合

％ 16.9 18.0
(企業債償還金/給水
収益)×100

企業債償還金の程度を示す。企
業債償還金が経営に与える影響
を分析するための指標である。

3012
給水収益に対
する企業債残
高の割合

％ 349.3 348.2
(企業債残高/給水収
益)×100

企業債残高の程度を示す。企業
債残高の規模と経営への影響を
分析するための指標である。  
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図表 1-7-2 水道事業ガイドラインに基づく業務指標(PI)＜財務関係(２)＞ 

番号 業務指標 単位 17年度 18年度 計算式 指標の説明等

3013

料金回収率（給
水にかかる費用
のうち水道料金
で回収する割
合）

％ 97.7 94.7
(供給単価/給
水原価)×100

供給単価の給水原価に対する割合（％）
を示す。水道事業の経営状況の健全性
を示す指標の一つである。料金回収率
が100％を下回っている場合，給水にか
かる費用が料金収入以外の収入で賄わ
れていることを意味する。

3014 供給単価
円

/m3 170.3 169.3
給水収益/有
収水量

有収水量1ｍ3当たりについて，どれだけ
の収益を得ているかを示す。供給単価
は，低額である方が水道サービスの観
点からは望ましいが，水道事業の事業
環境には大きな差があるため，単純に
金額だけで判断することは難しい。

3015 給水原価
円

/m3 174.2 178.7

[経常費用－
(受託工事費＋
材料及び不用
品売却原価＋
附帯事業費)]/
有収水量

有収水量1m3当たりについて，どれだけ
費用がかかっているかを示す。料金水
準を示す数値としてみれば，給水原価は
安いほうが，水道事業体にとっても水道
使用者にとっても望ましいが，給水原価
は水源や原水水質など水道事業環境に
影響を受けるため，給水原価の水準だ
けでは，経営の優劣を判断することは難
しい。

3016
1ヶ月当たり家庭

用料金（10m3）
円 840.0 840.0

1ヶ月当たりの
一般家庭用(口
径13mm)の基

本料金＋10m3

使用時の従量
料金

標準的な家庭における水使用量（10ｍ3）
に対する料金を示す。消費者の経済的
負担を示す指標の一つである。

3017
1ヶ月当たり家庭

用料金（20m3）
円 2163.0 2163.0

1ヶ月当たりの
一般家庭用(口
径13mm)の基

本料金＋20m3

使用時の従量
料金

標準的な家庭における水使用量（20m3）
に対する料金を示す。特に世帯人数2～
3人の家庭の1ヶ月の水道使用量を想定
したものである。
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 法令遵守（コンプライアンス）や説明責任（アカウンタビリティ）は、企業が社会に果

たさねばならない基本的な責任です。これは、公営企業も同様です。特に、公営企業の職

員は公務員であり、民間企業に比べ、より一層厳格な倫理が求められることは言うまでも

ありません。このような基本的責任を確実に果たすことが、社会全体から強く求められて

います。 

 川口市では、平成 12 年に「川口市情報公開条例」及び「川口市個人情報保護条例」を

制定するとともに、この積極的な運用に努めてきました。水道局でもこの条例のもと、守

るべき情報を確実に守り、伝えるべき情報を正確にお伝えしています。しかし、さらに積

極的にわかりやすく提供することが、利用者との信頼関係を高めるためには不可欠です。 

 また、環境問題への取り組みは、企業の責務です。その基本は環境負荷を低減し、将来

世代の利益を損なわず、持続的に発展する社会を構築することにあります。特に、水道事

業は大量の電力を必要とすることから、わずかな工夫でもその削減効果は大きく現れます。

法令を順守することはもとより、公益企業としてより積極的な取り組みが必要です。 

さらに、これからの時代は、企業が社会に対してどのような貢献をしていくかという点

も、重要な経営課題です。健全な水循環や水資源の保全のために、国際的な視点を含めた

様々な角度から、社会に貢献する活動を自ら積極的に行うとともに、市民や地域の団体な

どによる公益的な活動を支援することも、企業活動の重要な事柄となっています。 

 

 ■課題 

 ・情報公開・個人情報保護体制の推進 

 ・環境負荷削減対策の推進 

・水道学習環境の提供 

 ・民間活動団体などへの支援項目の設定 

 ・諸外国への水道技術の普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会・環境との調和  ８８８   
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図表 1-8-1 電力消費量の削減に寄与する配水塔からの自然流下配水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-8-2 水道学習の様子 
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